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４ 地域における公益的な取組の実施

課題とされていた新たな地域ニーズへの対応の促進の観点から、社会福祉法

人の本旨に沿って、他の経営主体では実施が困難な福祉ニーズへの対応をさら

に積極的に進めるべきことが明確化された。具体的には、社会福祉法人は、①

社会福祉事業又は公益事業を行うに当たって提供される「福祉サービス」を、

②「日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者」に対して、③無料又は低

額な料金で提供する責務があることを明確化し、地域のニーズに対して上記に

該当するサービスを充実すべきこととした。

（出典：社会福祉法人制度改革の施行に向けた全国担当者説明会資料（厚生労働省社会・援護局福祉基盤課 平成

28 年 11 月 28 日））


